
水土保全強化対策事業（拡充）

１．趣 旨

（１）近年、農業従事者の高齢化・後継者不足、農村の都市化・混住化に伴う集落機

能の低下等を起因として土地改良施設管理が複雑化・困難化している。

また、農業構造改革の加速化、米政策改革に伴い、担い手の育成と合理的な水

管理・土地利用調整による利用集積が喫緊の課題となっている。

（２）このような情勢の中で、土地改良区は、①地域社会と連携した施設管理が担え

ること、②換地業務を通じた土地利用調整を図り得ること、③土地改良事業の推

進上現れる紛争等に対して速やかな問題解決が図られること等地域に密着した組

織体であり、これらの重要な役割を十全に発揮することが期待されている。

（３）このため、土地改良区が上記諸課題に的確に対応できるよう、都道府県土地改

良事業団体連合会等が土地改良区等に対して、土地改良施設管理円滑化のための

啓発、ほ場整備完了地区における担い手への利用集積の促進、土地改良事業に関

する相談等の支援・指導を実施する。

２．事業内容

（１）土地改良施設管理指導事業

土地改良施設の点検・整備・操作等の管理に関する専門的な診断、啓発資料作

成、土地改良区役職員研修及び巡回指導等。

（２）土地改良換地等促進事業

① 換地技術者等に対する研修・地区指導等

土地改良区役職員等に対する研修及び換地業務の実施地区指導等。

② 農地利用集積推進対策

ほ場整備完了後に更に利用集積の推進を図る必要がある地区の土地改良区等

に対する換地士等専門指導員による利用集積の啓発、技術的指導等。

③ 交換分合の啓発普及等

交換分合実務担当者に対する技術指導及び研修。

交換分合の啓発普及の事業主体として、都道府県農業会議に加え、都道府県

土地改良事業団体連合会を追加 【拡充】。

複数市町村に及ぶ広範囲な地域からの交換分合の推進に関する指導要請につ

いて、出前指導を実施 【拡充】。

（３）土地改良相談等事業

① 土地改良事業に関する相談等

土地改良事業に関する苦情・紛争等についての調停、環境に配慮した土地改

良事業計画の樹立及び土地改良工事の実施、非補助土地改良事業並びに事業主

体の組織運営に関する助言及び指導。

② 換地関係異議紛争処理対策

換地に関する異議紛争の早期解決、訴訟対策の充実及び異議紛争の未然防止

等を図るための濃密指導、検討会の開催等。



３．事業実施主体等

（１）事業実施主体

① 都道府県土地改良事業団体連合会

② 全国土地改良事業団体連合会（２－（３）－①を除く）

③ 全国農業会議所・都道府県農業会議（２－（２）－③のみ）

（２）補 助 率

① 都道府県土地改良事業団体連合会 ： １／２

② 全国土地改良事業団体連合会 ： 定額、１／２

③ 全国農業会議所・都道府県農業会議 ： 定額、１／２

（３）事業実施期間

平成１７年度から平成２２年度まで（ただし､２－（１）については､平成１７

年度から平成２１年度まで）

４．平成１９年度概算決定額（平成１８年度予算額）

５４９，５９５（５４８，４２７）千円

（うち拡充分 １，１６８千円）

【担当課：農村振興局 企画部 土地改良企画課】


